
○みなかみ町湯原温泉街駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則 
令和６年１月15日 

規則第２号 
（趣旨） 

第１条 この規則は、みなかみ町湯原温泉街駐車場の設置及び管理に関する条例（令和５

年条例第26号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 
（普通駐車の使用） 

第３条 駐車場に普通駐車をしようとする者は、入場の際に駐車券（様式第１号）を駐車

券発券機から抜き取り、出場の際に料金精算機に駐車券を挿入し、所定の使用料を納付

しなければならない。 
（特別駐車使用の申請） 

第４条 条例第８条第２項の規定により駐車場の使用の許可を受けようとする者は、みな

かみ町湯原温泉街駐車場使用許可申請書（様式第２号）を町長に提出しなければならな

い。 
２ 町長は、駐車場の使用を許可したときは、みなかみ町湯原温泉街駐車場使用許可書

（様式第３号）及びみなかみ町湯原温泉街駐車場使用許可証（様式第４号）を前項の規

定により申請した者に交付するものとする。 
（催事等による駐車場の使用申請） 

第５条 条例第８条第３項の規定により駐車場の使用の許可を受けようとする者は、みな

かみ町湯原温街駐車場催事等使用許可申請書（様式第５号）に関係書類を添えて町長に

提出しなければならない。 
２ 町長は、催事等による駐車場の使用を許可したときは、みなかみ町湯原温泉街駐車場

催事等使用許可書（様式第６号）を前項の規定により申請した者に交付するものとす

る。 
（駐車券の紛失） 

第６条 使用者が駐車券を紛失したとき、又は毀損若しくは汚損したために料金精算機が

読み取ることが不可能なときは、遅延なくその旨を町長に申し出て、指示を受けなけれ

ばならない。 
２ 町長は、前項の規定による申出があったときは、運転免許証、証拠書類等により、そ

の者が当該自動車を出場させる権利を有する者であることを確認の上、出場させること

ができる。 
３ 町長は、前項の場合において、条例別表に定める使用料を徴収するものとする。 
４ 前項で徴収した使用料は出車後は返金しないものとする。 
（使用休止による免責） 



第７条 町長は、条例第９条の規定により駐車場の全部又は一部の使用を休止したとき

は、これによって生じた使用者の損害について賠償の責めを負わない。ただし、町長が

特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。 
（事故等の届出及び応急措置） 

第８条 使用者は、駐車場内において次の各号のいずれかに該当する場合には、町長に直

ちに届け出なければならない。 
(1) 使用者が交通事故を起したとき。 
(2) 使用者が施設又は他自動車を滅失し、損傷若しくは汚損したとき。 
(3) 使用者が自動車に異常又は被害を発見したとき。 

２ 町長は、前項の届出があった場合、被害又は事故の拡大のおそれがあると認めたとき

は、速やかに所要の措置をとらなければならない。 
３ 町長は、前項の措置により使用者の自動車に生じた損害については、賠償の責めを負

わない。 
（指定管理者に関する読替え等） 

第９条 条例第23条第１項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合におい

ては、第４条、第６条第１項及び第２項、第７条ただし書並びに第８条第１項及び第２

項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第６条第１項、第７条及び第８条第１項中

「使用者」を「利用者」と、第７条本文及び第８条第３項中「町長」とあるのは「町長

又は指定管理者」と、様式第２号から様式第４号までの規定中「みなかみ町長」とある

のは「指定管理者」と読み替えるものとする。 
２ 条例第24条第１項の規定により利用料金が収受されている場合においては、第３条並

びに第６条第３項及び第４項中「使用料」とあるのは「利用料」と、第６条第３項中

「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 
（その他） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 
附 則 

この規則は、令和５年２月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 
様式第２号（第４条関係） 
様式第３号（第４条関係） 
様式第４号（第４条関係） 
様式第５号（第５条関係） 
様式第６号（第５条関係） 
 


